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４．加工食品分野の物流効率化に向けた取組
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○ 加工食品分野における持続可能な食品物流の構築に向けた取組について
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物流資材の標準化および運用検討
取引透明化に向けた商慣習検討
データ共有による物流効率化
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○ これからの加工食品分野における改革活動の全体スキーム
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持続可能な物流の実現に向けた検討会

ＦＳＰ（製配販三層による物流課題解決プロジェクト）

フードサプライチェーンサステナビリティプロジェクト

公正取引委員会

厚生労働省

ホワイト物流推進運動
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 標準化の検討対象
物流業務プロセス標準

（物流業務プロセスの標準化）

物流メッセージ標準
（物流情報標準メッセージレイアウト）

物流共有マスタ標準
（物流情報標準共有マスタ）

共同運送、共同保管、検品レス、バース予約を対象として、運送計画や集荷、入出庫、
配達といった物流プロセスの流れやルールを定義。

上記4プロセスが実現するよう、運送計画情報や出荷情報、運送依頼情報といったメッ
セージを定義。

車輌や事業所、商品、輸送容器といったマスタを定義。

背景 ソフト面において伝票や電子データ形式等が事業者毎によって異なる等の原因で、
相互に円滑な情報の受け渡しがしにくく、サプライチェーン全体としての効率性が損なわれている。

目的 サプライチェーンを構成する関係者の連携・連携により物流の効率性を高め、生産性の向上に
向けた環境整備の一環として個別業界ごと又は業界横断的に物流システムの標準化を実現する。

 標準化の背景と目的

 ポイント

• 昨年、業界関係者との意見交換やパブリックコメントを経て「物流標準ガイドライン Ver1.00」を公表。
それに対する反響を踏まえ、より現場に即したガイドラインとして今年「物流情報標準ガイドライン Ver2.00」に更改。
（本ガイドラインの対象が業務プロセスやメッセージレイアウト、データ項目等であることをより正確に表現するため、本改訂にて「物流情報標準ガイド
ライン」と名称変更）

• 「総合物流施策大綱（2021年度～2025年度）」（2021年6月閣議決定）では、物流・商流データ基盤の構築をはじめとした物
流標準化の推進の重要性が指摘されている。物流・商流データ基盤内外で本ガイドラインが広く活用されることで、より幅広い関係者間
でのデータ連携の実現を目指している。

 コード標準化に対する方針：メッセージおよびマスタで使用する日付表現や場所コード、企業コード、商品コード、出荷梱包コード等の標準
化の方針であり、必須コードと推奨コードを規定。

○ 物流情報標準ガイドラインの全体像

第２回 青果物流通標準化検討会コード・情報分科会野村総合研究所説明資料より抜粋 34



農林水産省 大臣官房 新事業・食品産業部 食品流通課／Food Distribution Division, New Business and Food Industry Department, Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries.

• 物流・商流データ基盤とは、サプライチェーンの川上から川下までのデータを蓄積・解析・共有するためのプラットフォームである。
– SIPスマート物流サービスの参画者は、業界ごとの利用モデルを踏まえた物流・商流データ基盤（業界PF）を利用できる。
– 既存システムとも連携し、共同運送や共同保管などの革新的なサービスの実現を目指す。（PoCを実施中）

• 参画する際、関係者は物流情報標準ガイドラインで定める標準を遵守する必要がある。

○ 「スマート物流サービス」とは

既存の電子商取引システム
（競争領域）

荷送人 荷受人 物流事業者
物流サービス提供者（SP）

外部のマスタデータ参照

物流高度化システム
（競争領域）

データ連
携

ガイドラインで標準を規定
（プロセス・メッセージ・コード）

物流・商流データ基盤 業界PF

物流TX情報業界マスタ
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SIPスマート物流サービスでは物流・商流データ基盤を構築
標準化したデータを一元的に管理し、革新的なサービスを実現する
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○ 加工食品分野における物流標準化アクションプラン概要
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外装表示は各社の商品ごとに設計、
印字されており、表示内容や表示位置、
文字フォント等が異なっている現状。

商品特定表示やバーコード等の
表示内容、側面４面を表示面
とした上での表示位置、識別性・
視認性の高いフォントを標準化例
とし、商品の仕分けや検品時の
作業の効率の向上を図る。

伝票自体のサイズや複写枚数、
記載内容が、各社ごとに異なって
いる現状。

A４版上下１枚伝票に賞味期限
やQRコード等を記載することを
標準化例とし、検品の負荷軽減を図る。

納品伝票

外装表示

【納品伝票の標準化例】

お客様情報 QRコード・
荷主情報等

納品情報

【外装表示の標準化例】

ケアマーク

商品特定表示鮮度表示等

同一住所の届け先も発荷主ごとに
納品先コードが異なっていたり、
商品の出発地を意味する用語が
「発荷主」や「発拠点」等の
複数用語が存在したりしている現状。

戦略的イノベーション創造プログラム
（SIP）「スマート物流サービス」において
構築予定の物流・商流データ基盤に
おいて使用するコード体系・物流用語を
標準化例とし、共同輸配送等の
事業者間連携の事務作業軽減を図る。

コード体系・物流用語

パレットは、一部を除きT11型
パレットとT12型パレットが主流と
なっているものの、外装サイズは
商品ごとにサイズが異なっている現状。

パレットへの積載、トラックへの
積込み、物流倉庫への保管の
効率性を考慮した外装サイズを
標準化例とし、輸配送及び
保管の効率の向上を図る。

パレット・
外装サイズ

【パレット・外装サイズの標準化例】

T11型パレット対応 T12型パレット対応

タテ×ヨコ×高さ
220㎜×275㎜×210㎜

タテ×ヨコ×高さ
200㎜×300㎜×210㎜

面積率100％の積載例

（パレット）
T11型及びT12型パレットが主流となっていることか
ら、この2つの規格を基本とする。
（外装サイズ）
底面のサイズをT11型パレット対応は220㎜×275
㎜、T12型パレット対応は200㎜×300㎜を基本と
し、高さは5段積みをすることを想定し210㎜を基本
とする。

【コード体系・物流用語の標準化例】

戦略的イノベーション創造プログラム（SIP）
「スマート物流サービス」※にて構築する予定の
物流・商流データ基盤において、
そのデータ基盤上で使用するコード体系や
物流用語等を標準化例とし、
加工食品分野においても、
業界内だけの独自のコード体系・物流用語の
標準フォーマットを決定するのではなく、
SIP「スマート物流サービス」にて決定された
標準化項目に準拠していくことが望ましい。
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○ 加工食品分野における物流標準化アクションプラン フォローアップ会合
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納品伝票

データ

「ＳＩＰスマート物流サービス」
物流・商流データ基盤

SIP物流標準ガイドライン

外装表示 GS1 Japanによる「ケース単位への日付情報等の
バーコード表示ガイドライン」策定の取り組み

加工食品分野における外装サイズ標準化協議会に
よる「外装サイズ標準化ガイドライン」策定の取り組み

外装サイズ

SIPスマート物流サービスによる「物流・商流データ基
盤」の開発、「標準化ガイドライン」策定の取り組み

複数システムベンダーによる伝票電子化システム間
の相互連携の取り組み

<第１回フォローアップ会での発表内容>
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○ 事業系食品ロス削減の取組について

取組内容
（１）10月30日を「全国一斉商慣習見直しの日」とし、以下の取組を実施することを、業界団体等を通じて食品関

 連事業者に呼びかけ。
※この呼びかけは任意のものであり、サプライチェーンにおける食品ロスの削減という本運動の趣旨に賛同する事業者の方に、自発的に取り組
 んでいただくもの。

（ア）食品小売業者
推奨3品目（飲料、賞味期間180日以上の菓子、カップ麺。以下同じ。）及びその他の加工食品の
納品期限の緩和

（イ）食品製造業者
推奨3品目及びその他の加工食品の賞味期限表示の大括り化（年月表示、日まとめ表示）

（２）納品期限の緩和、賞味期限表示の大括り化に取り組む企業を募集し、事業者名を公表
（今後取り組む予定の企業も公表対象）

（３）自社の食品ロス削減やリサイクルの取組をPR
 取組内容の分かる自社ウェブページのアドレス又は事例紹介フォーマットを、農林水産省のウェブページで掲載。

 10月30日までに全国一斉で商慣習を見直すことを呼びかける運動を実施。
全国一斉商慣習見直し運動(令和2年度～)

【公表結果】令和５年10月時点の取組事業者数（予定含む）
・納品期限の緩和：297事業者 (令和４年10月時点：240事業者)

・賞味期限表示の大括り化：318事業者 (令和４年10月時点：267事業者)

38




